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ご挨拶

独立行政法人農林漁業信用基金

理事長　牧元　幸司

　農林漁業信用基金は、農業の担い手の育成・確保や経営の安定化、林業の持続
的かつ健全な発展、水産業の成長産業化等の農林水産政策の一環として、農林漁業
を営む皆様の信用力を補完し、農林漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にすること
等により、農林漁業の健全な発展に資することを使命とする独立行政法人です。

　当信用基金は、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会が行う農業・漁業経営等
に必要な借入金の債務保証について保険を行うとともに、林業の経営等に必要な借入
金について直接債務保証を引き受ける業務を行っています。また、災害が発生した際に、
農業・漁業を営む皆様への共済金・保険金の支払が円滑に行われるよう、農業共済
団体・漁業共済団体への貸付けの業務を行っています。

　令和５年度から新たな中期目標期間がスタートしました。今後の５年間は、農業信用
基金協会、漁業信用基金協会や融資機関等関係機関と連携し、脱炭素・グリーン化
の取組の導入、スマート農林水産業の実装などの社会経済情勢の変化にも適切に対応
しつつ、借入者の経営財務状況に基づく信用リスクに応じた保証・保険の引受けを通じ
て、農林漁業を営む皆様に対して質の高いサービスを提供してまいります。

　また、適切な保証・保険料率や貸付金利の設定、代位弁済率・保険事故率の低減、
貸付業務の適正な実施に加え、業務のＩＴ化などを通じた業務運営の効率化や情報
セキュリティ対策に取り組んでまいります。皆様の期待に沿ったサービスが提供できる
よう、役職員が一丸となって業務を遂行いたしますので、今後とも当信用基金の業務に
御理解と御支援の程、よろしくお願いいたします。
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信用基金の役割

　独立行政法人農林漁業信用基金（以下「信用基金」という。）は、農林漁業を営
む皆様の信用力を補完し、農林漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にすること等
により、農林漁業の健全な発展に資することを使命とする独立行政法人です。
　この使命を達成するため、主に２つの業務に取り組んでいます。

　農林漁業は、国の施策において、持続的かつ健全な発展を図ることとされている重要な産業で

あり、その経営においては、機械や生産資材の購入、施設・設備の導入等から運転資金に至るま

で、経営の様態や発展段階に応じて、多種多様な資金ニーズがあります。一方、農林漁業経営は

天候などの自然条件に左右されることや、投資回収の期間が一般に長いなどの特徴があること

から、他の産業とは異なる融資上のリスクがあります。

　信用保証保険制度は、こうした農林漁業融資に特有のリスクを軽減する公的な信用補完制度

です。

　信用基金は、農業・林業・漁業の信用保証保険制度の運用を通じて、農林漁業者の皆様の

経営をサポートします。

１．保証・保険業務

林業者・木材産業者の皆様

融資 融資 融資

債務保証

農業信用保険業務 林業信用保証業務

農業者等の皆様 中小漁業者等の皆様

融資機関

農業信用基金協会 漁業信用基金協会

　　保証保険保証保険

　　債務保証 　　債務保証

P5 P7 P9 漁業信用保険業務

保証・保険業務の仕組み

独立行政法人農林漁業信用基金
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■保証利用　■非利用 ■保証利用　■非利用 ■保証利用　■非利用

保証保険制度を通じ、制度資金をはじめとした
農林漁業者の資金調達を支えています。

農業近代化資金の
保証利用率

農業

木材産業等高度化推進資金の
保証利用率

漁業近代化資金の
保証利用率

林業 漁業

89％
保証残高 1,900億円
融資残高 2,123億円

74％
保証残高 67億円
融資残高 90億円

86％
保証残高 1,433億円
融資残高 1,675億円

（注１）保証利用率とは、保証残高を融資残高で除したものです。
（注２）農業近代化資金融資残高は、農林水産省調べによります（令和４年12月末現在）。
　　　 農業信用保証残高は、信用基金のデータによります（令和４年12月末現在)。
（注３）木材産業等高度化推進資金融資残高は、林野庁調べによります（令和５年３月末現在）。 
　　　 林業信用保証残高は、信用基金のデータによります（令和５年３月末現在）。
（注４）漁業近代化資金融資残高は、水産庁調べによります（令和４年12月末現在）。
　　　 漁業信用保証残高は、信用基金調べによります(令和５年３月末現在)。

※上記は、農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務の場合になります。その他の業務については、
　P5、P7又はP9をご覧下さい。

　信用基金は、農業信用基金協会・漁業信用基金協会、都道府県、農業共済組合・漁業共済

組合等が事業や制度の安定的な運用に必要な資金を貸し付けることで、制度の円滑な実施を

担保しています。

2．貸付業務等

共済金等 共済金

農業保険関係業務

農業者の皆様 中小漁業者の皆様

農業共済団体 漁業共済団体

貸付貸付

P11 P12 漁業災害補償関係業務

貸付業務等の仕組み

独立行政法人農林漁業信用基金
































